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令和８年　第３回八頭町議会臨時会　提案理由 

 

令和８年５月１日  

 

報告第１号から報告第３号は、簡易水道料金、公共下水道使用料等及び、農業集

落排水使用料の債権の放棄であります。令和８年３月３１日付で放棄しましたので報告

を行うものであります。 

 

報告第１号  

債権の放棄について（簡易水道料金） 

 

消滅時効の援用がない生活保護等の生活困窮者及び、債務者の死亡により、徴収

が困難となりました簡易水道料金、１０３万６,４７０円を八頭町簡易水道事業給水条例

第３０条第１項の規定により、債権を放棄いたしました。 

 

報告第２号  

債権の放棄について（公共下水道使用料等） 

 

滞納処分できる財産がない者、また、滞納処分することにより生活困窮となる者など、

執行停止後３年経過しても、資力の回復が見込めず、徴収が困難となりました公共下

水道料金等、５０万８，７３３円を八頭町債権管理条例第１２条の規定により、債権を

放棄いたしました。 

 

報告第３号  

債権の放棄について（農業集落排水使用料） 

 

消滅時効の援用がない生活保護等の生活困窮者の徴収が困難となりました農業集

落排水使用料、５８万２，８８６円を八頭町債権管理条例第１３条の規定により、債権

を放棄いたしました。 

 

議案第５７号  

専決処分の承認を求めることについて（八頭町税条例の一部改正） 
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令和８年３月３１日付で、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令な

ど、税法改正に伴う一連の法令の改正が公布され、令和８年４月１日から施行されまし

た。 

主な改正は、　軽自動車税において、米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車

市場の活性化を図るとともに、自動車購入者が負担する環境性能割の廃止、また、令

和６年能登半島地震に係る特例措置の延長などです。 

この度、これらの改正等に合わせまして、八頭町税条例の所要の改正を行ったもので

す。 

 

議案第５８号  

専決処分の承認を求めることについて（八頭町営住宅条例の一部改正） 

 

令和８年３月２５日に鳥取県議会において、県営住宅土師百井団地が町へ無償譲

渡されることが決定されました。 

今回の改正は、鳥取県から移管された県営住宅土師百井団地を、町営住宅の管理

住戸として追加をするため、八頭町営住宅条例の所要の改正を行ったものです。 

 

議案第５９号から議案第６１号は、固定資産評価審査委員会委員の同意議案であ

ります。固定資産評価審査委員会は、固定資産台帳に登録された評価額に対します不

服を審査決定する行政委員会で、委員の任期は３年間であります。 

 

議案第５９号  

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて（その１） 

 

八頭町日田　小林春美（こばやし　はるみ）さんを固定資産評価審査委員会委員に

選任しようとするものです。 

　小林さんにおかれましては、令和２年５月１３日から固定資産評価審査委員としてご

活躍いただいており、再任をお願いするものです。 

 

議案第６０号  

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて（その２） 

 

　八頭町破岩　歳岡誠司（としおか　せいし）さんを固定資産評価審査委員会委員に

選任しようとするものです。 
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　歳岡さんにおかれましては、令和５年５月１３日から固定資産評価審査委員としてご

活躍いただいており、再任をお願いするものです。 

 

議案第６１号  

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて（その３） 

 

　八頭町郡家　松本大司（まつもと　だいじ）さんを固定資産評価審査委員会委員に

選任しようとするものです。 

　松本さんにおかれましては、現在、土地家屋調査士、司法書士並びに行政書士の

資格等をお持ちで、幅広い識見と豊富な経験でご活躍中であり、その経験を活かして本

委員会での活躍をお願いするものです。 

 

　なお、３名の方とも温厚誠実にして人望も厚く、公正で、評価に対します信頼性を確

保するうえで適任者と考えております。 

任期は令和８年５月１３日から令和１１年５月１２日までの３年間です。 

 

議案第６２号  

固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

 

固定資産評価員の設置につきましては、この度、人事異動に伴い、八頭町市場　安

部泰己（あべ　やすみ）さんを固定資産評価員に選任しようとするものです。 

安部さんは、平成２年７月、旧の郡家町役場に奉職され、合併後、総務課、税務課、

令和２年４月から農業委員会事務局長、令和３年４月から産業観光課長を歴任し、令

和８年４月から税務課長に就任いたしました。見識も深く、固定資産の評価に関します

知識も豊富で、適任者と考えております。 

 

議案第６３号  

令和８年度八頭町一般会計補正予算（第１号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額にそれぞれ、３，０００万円を追加するもの

です。 

歳入では、繰越金、３，０００万円、歳出では、財産管理費に、旧トスクふなおか店跡

地購入に要する経費、３，６４７万８千円を追加し、予備費で調整をしております。 


